
EU POPs規則附属書Ⅰにクロルピリホスを追加する 

改正案について意見募集を実施 

 
 
 

欧州委員会は、2025 年 11 月 21 日に EU POPs 規則（規則(EU)2019/1021）附属書 I にクロル

ピリホスを追加する改正案について、意見募集（募集期限 2025 年 12 月 19 日）を実施しまし

た。 

 

今回の改正案は、EU POPs 規則附属書Ⅰにクロルピリホスを追加し、クロルピリホスを

0.01mg/kg(0.000001 重量%)を超えて含有する物質、混合物、成形品の製造、上市、使用を禁止

する内容となっています。 

 

当社では製品分析について実績と豊富な経験があります。詳しくは、当社製品分析担当者（フ

リーダイヤル 0120-01-2590）までお気軽にお問い合わせください。 
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製品中 PFAS分析について、規制される項目が増えています。 
有機フッ素化合物（PFAS）は、国内外で規制の強化が進んでいます。これまでの PFOS、

PFOA に加え、PFHxS や PFOA 関連物質が化審法に追加され、POPs 条約においては、 

長鎖のペルフルオロカルボン酸（炭素数 9～21 のもの）などの追加が検討される予定

です。 
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